
●．利用政策の観点からの運転期間の在り方について
（１）関係機関における議論の状況
（２）第31回、第32回における運転期間の在り方に関する御意見
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⚫ 令和２年７月、原子力規制委員会は以下の見解を公表。

（参考）原子力規制委員会の見解

３．この制度における原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間
経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準
に適合するか否かを、科学的・技術的観点から評価することである。運転期間を40年とする定めは、こ
のような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミング（運転開始から一定期間経
過した時点）を特定するという意味を持つものである。

５．原子力規制委員会の立場からは、運転期間とは、その終期が上記３．で述べた評価を行うべき時期
となるということにほかならず、（略）かかる時期をどのように定めようと、発電用原子炉施設の将来的な
劣化の進展については、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、科学的・技術的に評価を行うこと
ができる。

６．このように、現行制度における運転開始から40年という期間そのものは、上記３．の評価を行う時期と
して唯一の選択肢というものではなく、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定めら
れたものである。そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利
用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。

原子力規制委員会の見解（抜粋）

（出典）原子力規制委員会 「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」（令和２年７月29日）



運転期間制限（震災後に追加）

⚫ 震災後に、「競争政策上の規制」として設定されていた
アメリカの制度も参考にして、新たに導入・法定化。

⚫ 原子炉の運転期間は、運転の開始から40年までとし、
規制委員会の認可を受けた場合には、1回に限り20年
までの延長を可能とするもの。

※ 「運転期間」には停止期間も含めてカウント。

※ 事業者が、高経年化技術評価に加え、原子炉容器・格納
容器等について追加的な劣化評価（特別点検）も実施。

※ 規制委員会は、これらの評価結果を確認し、技術基準に
適合していると認める場合には、運転延長を認可。

高経年化技術評価（震災前から継続実施）

⚫ 震災前から現在まで、規制委規則（省令相当）に
基づき実施しているもの。フランス等の諸外国でも同様の
制度を実施している。

⚫ 原子炉の運転開始から30年目以降、10年ごとに、
施設設備の経年劣化に関する技術的評価を行うもの。

※ 「運転期間」に制限を設けるものではない。

※ 事業者が、施設設備の劣化状況を評価し、今後の管理方針
を策定。規制委員会は、評価結果を確認した上で、管理方
針を認可。

※ なお規制委員会は、いつでも、技術基準に適合していないと
認める場合には、事業者に運転停止を命じることが可能。

原子炉等規制法

第43条の3の32

発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転
することができる期間は、…40年とする。

２ 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を
受けて、1回に限り延長することができる。

３ …延長する期間は、20年を超えない期間であつて政令で
定める期間を超えることができない。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
（規制委規則＝省令相当）

第82条

…発電用原子炉設置者は、…運転を開始した日以後30年

を経過する日までに、…機器及び構造物の経年劣化に関する

技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、10年間に実

施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する

方針を策定しなければならない。 5

（参考）高経年化技術評価と運転期間制限
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（参考）原子力委員会の御指摘

●エネルギーの安定供給やカーボンニュートラルの観点からも、既設原発の最大限の活用は重要であり、
「運転期間の延長」等の原子力政策上の課題について、安全性の確保を大前提としつつ、利用側と安
全規制側がそれぞれの立場で検討することが重要であると考える。

●その観点から、資源エネルギー庁と原子力規制委員会においてそれぞれ検討を進めていくことが重要で
あり、エネ庁の検討の内容については、当委員会にて報告いただきたい。

●当委員会としては、それらの検討も踏まえた上で、現在検討を進めている「原子力利用に関する基本
的考え方」をとりまとめたい。

上坂原子力委員長からの御発言（令和４年９月13日・抄）

●GX実行会議では、原子力に関して政治決断を要する4つの事項が提示されているところ。先日、原子
力委員会から、エネルギーとしての原子力を所管する資源エネルギー庁に対して、これらについて必要な
検討を行い、その内容を原子力委員会に報告するよう要請した。

●また、これらは安全規制にも関連する論点であるため、原子力規制委員会においても、必要な検討を
行っていただくことが重要と考えている。

●今後は、それぞれにおける検討結果も踏まえ、「基本的考え方」の取りまとめに向けて、検討を加速して
いきたい。

高市内閣府特命担当大臣（原子力委員会担当）からの御発言（令和４年９月16日・抄）
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①現行制度で認められている上限よりも延長すべきとの御意見

⚫ 運転期間に関連して、温室効果ガス削減・カーボンニュートラルの実現を、国民負担を最大限抑制
しつつ実現していくためには、今ある技術、設備を最大限活用していくことが必要。

⚫ 持続的な原子力の利用につなげていくには、既設原発の運転期間延長、次世代革新炉の開発・
建設は必須。 60年という法定上限の見直しもすべき。安全性の確保を大前提としつつ、60年への
運転期間への延長の円滑化や、停止期間の運転期間算定からの控除、さらには技術的評価に基
づく60年超の運転等について、早急に具体化すべき。

⚫ エネルギー安全保障を確保しながら脱炭素の実現を目指す中で、原子力は発電電力量、アワーの
価値を有しており、運転期間の延長が必要。

⚫ IEA等の国際機関の指摘もあるとおり、既存の原子力施設の運転期間延長は、安全を確保した上
で、最も経済性のあるCO2削減対策。経年劣化に関する技術的知見の拡充・蓄積に取り組むとと
もに、既存の原子力施設は積極的に運転期間を延長し、最大限活用すべき。

⚫ 運転延長について、科学的・技術的に安全確保が確認できれば、適切な範囲での運転期間延長
は全く問題ない。

⚫ 経年劣化を起因とした原子炉施設の運転期間の上限は、法律等により一律に定めるよりも、取替
困難な設備・機器の劣化状況に着目し、科学的、技術的に評価し、見極めるべき。
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第31回・第32回原子力小委員会における運転期間の在り方に関する御意見①

（１）運転期間に関する基本的考え方



②現行制度の上限からの延長はより慎重に検討すべきとの御意見

⚫ 古くなれば安全性が損なわれる可能性が高まるというのが一般的な理解であり、その中で更なる延
長を行うことについては、立地の議員から心配の声もある。運転期間延長とはどういうことかを明らかに
し、科学的・技術的根拠をもとに規制当局も含めて十分議論すべき。

⚫ 供給能力、供給手段の多様性確保や電源の脱炭素化に加え、過去の原発事故を受けた原子力
に対する国民の懸念にも留意することが重要。

③現行制度の上限からの延長は行うべきではないとの御意見

⚫ 規制サイドが経年変化の影響を技術的に見ることには限界があるとしている中で、いかなる事情より
も安全性が最優先だとする原子力利用サイドが、運転期間延長を求めて規制側に対応を求めるこ
と自体が認められないのでは。

⚫ 安全最優先だという原則に照らして、古い炉を使うことの妥当性を考えるべき。
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第31回・第32回原子力小委員会における運転期間の在り方に関する御意見②

（１）運転期間に関する基本的考え方



①現行制度（40年＋20年）との連続性に関する御意見

⚫ 運転期間については、東電福島事故後に、40年で１回限り20年延長という方針が明示されたもの。
それを覆すことになれば、不安が出てくる場合もあるのではないか。

⚫ 現行制度との連続性に留意しつつ、評価のタイミング等を設定すべき。

②延長を認める対象となる発電所の限定に関する御意見

⚫ 中間整理で原子力の利用の根拠として示した原則を満たしている場合には、運転期間の延長を認
めるなど、エネルギー政策の観点から必要性が認められるものを持続的に活用することができる制度と
すべき。

⚫ 一概に年数で区切られるものではないことは理解できるが、何を基準にして安全とするのか、きめ細か
い情報発信をし、公開していくことが必要。

⚫ 原子力事業者による自主的な安全性向上を制度化することや、原子力事業者の安全性確保の努
力に一定の評価を与えることを制度化するということが考えられる。
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第31回・第32回原子力小委員会における運転期間の在り方に関する御意見③

（２）運転延長が認められる場合の国民に対する説明性



③延長が認められる期間に関する御意見（停止期間のカウント除外）

⚫ 世界の運転状況、新増設にはまだ時間を要することを鑑みれば、運転による劣化がない停止期間
は運転期間の40年カウントから除外されるべき。

⚫ 期間については、安全性を確保した上で、停止期間を運転期間に算入しないようにすべき。

⚫ 停止期間等を考慮するに当たり、他律的な要因として、審査期間の遅延や訴訟、仮処分による運
転の差し止めが考えられるが、審査には一定の時間がかかること、差し止めについては原告の正当な
権利行使であるかは判断が困難であるなど、それぞれ難しい点を含んでいる。いずれにせよ関係機関
において調整を開始されることが必要。
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第31回・第32回原子力小委員会における運転期間の在り方に関する御意見④

（２）運転延長が認められる場合の国民に対する説明性



13

第31回・第32回原子力小委員会における運転期間の在り方に関する御意見⑤

⚫ 原子力利用の観点、安全規制の両方からの議論が必要。エネ庁と規制委とのコミュニケーションが必
要。

⚫ 経年炉の脆化といった安全面の論点は非常に重要だが、科学的・技術的見地から規制委員会にて
個別に判断されるべき事象ではないか。本小委員会は利用の観点からの検討がタスクであり、規制
委員会の見解を踏まえつつも、安全面と利用面の検討について一定の切り分けをすることが前提で
はないか。

⚫ 経年劣化を起因とした原子炉施設の運転期間の上限は、法律等により一律に定めるよりも、取替
困難な設備・機器の劣化状況に着目し、科学的、技術的に評価し、見極めるべき。

⚫ 延長後の運転状態をモニタリングし、適切な対応が取れるようにする必要。延長後の健全性確認に
ついて、透明性のある議論を行い、社会の理解を得る必要。

⚫ 運転期間については、やはり安全確保を大原則としつつ、技術的に何を基準として運転期間を決め
るべきなのかということについての説明を、国のほうから丁寧に行うべきなのではないか。

（３）安全規制との関係
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（参考）第31回原子力小委員会での議論①
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（参考）第31回原子力小委員会での議論②




